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研究成果の概要（和文）：本研究の成果としては、次の二点が挙げられる。第一に、発展途上国などでしばしば
発生するビジネス上の労働・環境・人権問題は、ＮＧＯや市民などのネットワークを通じて、世界に知れ渡るよ
うになった。しかし、わずかな数のＮＧＯがネットワーク内で権力を保持し、取り組むべき課題を決定している
実態が明らかとなった。第二に、近年、国家・企業・ＮＧＯなどさまざまな種類のアクターが、ビジネスにおけ
る社会的責任の問題に関心を持つようになった。しかし、それぞれのアクターは、他の種類のアクターと共に規
制を作ることを避けてきた結果、ビジネスに関する国際的な規制が乱立している現実が明らかとなった。

研究成果の概要（英文）：This study yielded the following two results. Firstly, human rights abuses 
that frequently take place in business settings in developing countries and elsewhere have become 
widely known around the world via NGO networks. Yet it has become clear that a small number of NGOs 
wield power within these networks and arbitrarily decide which human rights issues to deal with. 
Secondly, in recent years, a variety of states, businesses, NGOs, and other actors have taken 
interest in human rights issues in business contexts. Yet the reality is that, as a result of each 
actor avoiding to create regulations together with other kinds of actors, there now exists a host of
 uncoordinated international regulations on business.

研究分野： 国際関係論
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 

1990 年代後半以降にＣＳＲアイデアが普
及した背景として、環境・労働・人権などの
多様な問題領域において、ＮＧＯや市民が訴
訟運動や不買運動などを起こし、グローバル
企業に対して社会的責任を求める圧力を一
斉にかけたことがよく指摘される。 
しかし、これまでの研究では、なぜ 1990

年代後半という特定の時期に、問題領域横断
的に、企業に対する圧力が一斉に起きたのか
は明らかにされていない。この点を明らかに
することで、あるアイデアが国際規範として
定着する過程に関する研究（国際規範研究）
や、国際制度の形成局面における規範の役割
に関する研究（国際レジーム論）をさらに発
展させることができると考えた。 
 
２．研究の目的 
 
（１）1990 年代後半から 2000 年代初めにか
けて、労働、環境、過去の人権などそれぞれ
の問題領域ごとに、ＮＧＯや市民による訴訟
運動や不買運動が急拡大した要因を明らか
にする。 
 
（２）上記の問題領域ごとに起きた運動を、
互いに結びつける役割を担ったアクターを
特定して、そのアクターの利益と行動を明ら
かにする。 
 
（３）訴訟運動や不買運動の広がりに抵抗し
たものの、抵抗に失敗した企業を取り上げ、
企業の巻き返し運動の戦略の特徴、法的責任
という対抗アイデアの普及活動、それが失敗
に終わった原因を明らかにする。 
 
３．研究の方法 
 
（１）企業の社会的責任を追及した訴訟運動
や不買運動は、環境・労働・人権の問題領域
を横断して展開された。これらの運動に参加
したＮＧＯなどを特定し、ネットワーク分析
ツールを使ってネットワークの全体像を図
示する。 
 
（２）ネットワーク分析を使ってネットワー
ク構造を分析し、運動の中心的役割を担った
ＮＧＯ、異なる問題領域の運動を結びつけた
ＮＧＯなどを特定する。具体的には、統計ソ
フトＲの sna（社会ネットワーク分析ツール）
パッケージを使って、ネットワークの中心性
（次数中心性、媒介中心性）や、集中度を測
定する。そうすることで、ＮＧＯネットワー
クの中心に位置するアクターを、客観的、定
量的に特定することができる。 
 
（３）ＮＧＯネットワークを通じて拡大した
訴訟運動や不買運動に関する企業側の抵抗
や国家の対応を調査して、環境や人権といっ

た問題に関する国際ガバナンスの変化を考
察する。 
 
４．研究成果 
 
（１）ＣＳＲアイデアの普及に貢献したＮＧ
Ｏや個人のあいだのネットワークを図示す
るために、米国で展開された対企業賠償請求
訴訟運動を調べ、訴訟に参加した法律家やＮ
ＧＯを特定した。具体的には、米国連邦裁判
所に提起された 1996年から 2005年までの賠
償請求訴訟のうち、企業を被告とした 57 件
の訴訟を選定し、訴訟参加者（法律事務所、
法律専門家個人、学者、原告の同意を得た法
廷助言人など）をデータ化した。これらの情
報は、米国連邦裁判所が公表している訴状か
ら得た。また、統計ソフトＲの sna（社会ネ
ットワーク分析ツール）パッケージを使用し、
中心性などの指標について分析した。 
その結果、第一に、1990 年代後半、ＮＧＯ

のネットワーク内には、二つのコミュニティ
が形成されていることが分かった。つまり、
途上国の環境被害・労働問題に関心を持つＮ
ＧＯコミュニティと、過去の人権侵害に関心
を持つＮＧＯコミュニティである。両方のコ
ミュニティに所属していた、いくつかの米国
弁護士事務所および人権ＮＧＯが、それぞれ
のコミュニティに別のコミュニティの情報
を普及させるなどして、異なるコミュニティ
で活動するアクターどうしを結びつける役
割を担っていることが分かった。これは、ネ
ットワーク分析でいうところの、「ブローカ
ー」（異種コミュニティを架橋する役割のア
クター）の存在を示している。そして、これ
らのアクターの活動により、多様な問題領域
において、短期間に、企業に対する訴訟運動
が広がったと考えられる。 
第二に、2000年代になると、大手弁護士事

務所に所属する、ごく少数の経験豊富な法律
家たちが、対企業訴訟をビジネスチャンスと
とらえて、あらゆる問題領域における対企業
訴訟を引き受けるようになった。さらに、対
企業訴訟を新規に起こそうと考えている原
告たちは、これらのごく少数の法律家たちに
代理人を依頼した。ネットワーク新参者が次
数中心性の高い参加者につながろうとする
「優先的選択」と呼ばれる現象が起こったの
である。これは、ネットワーク分析でいうと
ころの、「ハブ」（ネットワークの中心に位置
するアクター）の生成を示している。このこ
とによって、一方では、前述した二つのコミ
ュニティが崩壊し、またブローカーの役割も
低下した。しかし、他方では、ごく少数の法
律家たちが起こした数々の訴訟を手本に、
中・小規模な弁護士事務所が相次いで対企業
訴訟運動に参加する動きが起きた。このよう
にして、2000年代になっても、対企業訴訟運
動が拡大していったのである。 
以上をまとめると、1990年代後半から 2000

年代にかけて、労働、環境、過去の人権など



の問題領域を横断するかたちで訴訟運動が
流行した背景としては、異種ネットワークを
架橋する役割を担った「ブローカーＮＧＯ」
の存在と、ネットワークの中心に位置する
「ハブＮＧＯ」が生成したことを挙げること
ができる。 
 
（２）中国企業は、労働者の権利、食品の安
全性、プライバシーの保護などの人権問題を
指摘されることも多い。人権ＮＧＯや海外メ
ディアは、中国企業による人権侵害を頻繁に
暴いてきた。ときにそれは中国政府批判とも
相まって、国際問題となることもあった。ビ
ジネスと人権資料センター（ＢＨＲＲＣ）に
よれば、海外進出した中国企業に対する市民
社会からの告発が増えたのは、2010年代にな
ってからである。そこで、2010年代になって
から、ＮＧＯや市民社会が中国企業の引き起
こす人権問題を積極的に取り上げるように
なった背景について、ネットワーク分析の視
点から考察した。 
その結果分かったことは、2010年代になる

と、ゲートキーパー（国際的に広く認知され
ている人権ＮＧＯ）やハブ（人権ネットワー
クの中心に位置するＮＧＯ）の行動の変化で
ある。第一に、2000年代には、少数ではある
が、海外進出した中国企業が市民社会から告
発される例はあった。しかし、告発したのは、
欧米の小規模ＮＧＯ、人権活動家が運営する
独立系メディア、企業進出先の地元メディア
などである。他方で、ゲートキーパーやハブ
に位置するＮＧＯがこの時期にこれらの中
国企業を告発することはあまりなかった。そ
のため、海外進出した中国企業による人権侵
害問題が人権ネットワーク内で注目される
ことは少なく、中国企業を標的とするキャン
ペーンは発生しなかった。 
しかし、第二に、2010年代になると、ゲー

トキーパーやハブに位置するＮＧＯが、海外
進出した中国企業による自由権侵害を告発
するようになった。これらのＮＧＯの取り上
げた自由権侵害（殺害、暴行、言論弾圧など）
の問題が人権ＮＧＯのネットワーク内で注
目されるようになり、それに関与した中国企
業が告発対象となった。そして、ゲートキー
パーやハブの主張に引きずられるようにし
て、その他のＮＧＯや市民社会組織も次々と
中国企業を人権侵害問題で告発したのであ
る。 
小規模グループによる発信は一過性の話

題ですぐに忘れられてしまうことも多いが、
ゲートキーパーやハブＮＧＯが取り上げた
人権問題は市民社会に広く知れ渡って継続
的な活動を引き起こす。他方で、ゲートキー
パーやハブＮＧＯは、小規模グループが発信
する人権侵害の情報をせき止める力も持っ
ている。「取り組むべき」と私たちが信じて
いる人権問題は、ゲートキーパーやハブＮＧ
Ｏに選別され、社会的に構築されたものであ
ることが明らかとなった。 

 
（３）ＮＧＯの選好や行動が人権ガバナンス
に与える影響について、ネットワーク分析の
視点から分析した。その結果明らかになった
ことは、ゲートキーパー（国際的に広く認知
されているＮＧＯ）が、国家が主導する人権
ガバナンスの強化を主張し、企業を人権ガバ
ナンスに参加させることを志向しないため、
多様なアクターが参加するプライベート人
権ガバナンスの構築に必ずしも結びついて
いないということである。 
 2000年代後半、中国の人権問題に取り組む
活動家は、農民工の悲惨な人権状況の紹介と
ともに、それに加担したとして欧米企業を告
発し始めた。しかし、前述したように、ゲー
トキーパーは農民工の問題をそれほど取り
上げなかった。ゲートキーパーが関与しない
と人権ネットワーク内で継続的なキャンペ
ーンは起きず、アドボカシー活動も活発にな
らない。そのため、メディアに取り上げられ
て世論の関心を一時的に惹くことはできる
が、新たなルール作りや既存のガバナンス強
化にはつながらない。実際、欧米企業は評判
悪化を恐れて告発に反応はしたものの、自主
的な規制やガイドラインの維持・強化を約束
するだけの対処療法にとどまった。 
 一転、2010年代前半になると、一般消費者
にそれほど知られていない中国企業までも
が、発展途上国における人権侵害加担で告発
されるケースが増えた。告発したのは、ＥＲ
Ｉ、グローバルウィットネス、ヒューマンラ
イツウォッチのようなゲートキーパーやハ
ブＮＧＯだった。このようなＮＧＯが問題を
取り上げれば、無名企業の事業に伴う人権侵
害であっても人権ネットワーク内で広く知
られるようになり、継続的な運動が引き起こ
される。しかし、ゲートキーパーとして機能
する国際人権ＮＧＯの多くは、人権保障の責
任主体はあくまでも国家であると強く主張
した。2010 年代には、いくつもの欧米ＮＧＯ
が中国企業を告発したが、その狙いは先進国
政府や人権侵害国政府の行動を促すことに
あった。例えば、ミャンマーの石油・ガス採
取事業においてＥＲＩが強く非難したのは、
事業を請け負った中国企業よりも、事業に融
資するノルウェー政府であった。ジンバブエ
のダイヤモンド鉱山採取事業においてグロ
ーバルウィットネスが求めたのは、操業を続
ける合弁企業に対する欧州連合（ＥＵ）の制
裁であった。エチオピアの反体制派監視につ
いてヒューマンライツウィッチが問題とし
たのも、エチオピア政府の行動であった。こ
うした動きは、例外はあるものの総じて中国
企業に対して何らかの対応を強く迫るもの
ではなく、あくまでも国家が人権侵害の責任
を負うべきとの考えの下、国家に対して対応
を迫るものである。つまり、ゲートキーパー
やハブＮＧＯは、企業が人権ガバナンスに加
わることよりは、国家中心の人権ガバナンス
の改善を志向しているとみなすことができ



る。 
 
（４）今後の研究課題として以下の二点を挙
げておきたい。第一に、ＮＧＯのネットワー
クが、訴訟運動や不買運動に参加しなかった
市民や企業（すなわちネットワーク外部）に
与えた影響を調査することである。特に、訴
訟運動や不買運動に対して、企業側がどのよ
うに対応したのかを分析することが重要で
ある。ＮＧＯと企業の間の対立や協調は「プ
ライベート・ポリティクス」と呼ばれ、これ
まで様々な研究が蓄積されている。本研究は、
この研究領域に貢献することができるだろ
う。 
第二の課題は、企業に圧力をかけるＮＧＯ

のネットワークが、企業のビジネス活動から
様々な被害を受けた個々の被害者たちにど
のような影響を与えているかを調べること
である。訴訟運動や不買運動のネットワーク
内にゲートキーパーやハブに位置するＮＧ
Ｏが存在し、これら少数のＮＧＯが運動の目
的や行動指針を決めていた。個々の被害者た
ちは、これら少数のＮＧＯの決定に従わざる
を得ない状況がある。このことは、今後、被
害者たちの不満拡大やネットワークからの
離脱につながっていくかもしれない。ネット
ワークの拡大や成長だけでなく、ネットワー
ク内部の対立や参加者離脱についても考察
していくことが重要である。 
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